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１．はじめに 

豊中市教育委員会（以下「教育委員会」という。）では、これまで小学校と中学校の接続を円滑にし、

生活面や学習面のさまざまな不安や課題を解消するため、可能な範囲において小中が連携し「教育目標」

を共有し、共通の研究テーマを前提に合同研修や実践交流の推進に取組んできました。 

また、令和 3 年(2021 年)3 月に「豊かな夢を子どもたちに ともに描く学びと創造のまち とよなか ～

大きな夢を抱いて ほがらかに生きよう～」を基本理念とした『第 2期 豊中市教育振興計画』（以下「教

育振興計画」という。）を策定しました。教育振興計画では、子どもから大人までのつながりを大切にし

ながら、豊中の市民・子どもたちが、夢や希望を持って力強く生き、社会の担い手として自立した存在と

なり、揺らぐことのない力を身につけていけるように、「夢や希望を持ち、変動する社会情勢や国際社会

の中で、たくましく未来を切り拓く人」、「とよなかへの愛着と誇りを持ち、生涯にわたり健康を保ちな

がら学び続ける人」、「生命と人権を尊重し、多様性を認め合いながら、社会を共に支えあえる人」を主

な目標像とした人づくりをめざしていきます。学校教育については、ソフト・ハードの両面から子どもた

ちの学びを高める環境づくりを進め、義務教育 9 年間を見通した一貫性のある教育を充実させるために、

分割校の解消と学校規模の適正化を進めることを示しています。 

 今後は、より良い学校運営が可能な学校規模及び通学区域の見直しを進め、義務教育 9年間を見通した

一貫性のある教育活動を進めていきます。そのための基本的な考え方を示す「小中一貫教育の推進に向け

た基本的な考え方」を策定しました。なお、この考え方は、社会情勢の変化や取組みの進捗状況をふまえ

概ね 10年以内を目途に見直しを行っていきます。 
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２．小中一貫教育の意義・目的 

（１）国の動向 

小中一貫教育の国の動向として、中央教育審議会の答申をふまえ、平成 18年（2006年）の教育基本法

改正により義務教育の目的が定められ、続く平成 19年（2007年）の学校教育法改正により小・中学校共

通の目標として義務教育の目標規定が新設されました。 

 平成 20年（2008年）の学習指導要領の改訂は、21世紀の知識基盤社会やグローバル化を見据え「生き

る力」（確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和のとれた力）の育成をより重視して行われました。特に

「確かな学力」をめぐっては、知識・技能の習得と思考力、判断力、表現力等の育成のバランスに着目し

て、教科によっては標準授業時数を実質的に 1割程度増加させ、教育内容を量・質とも充実が図られてい

ます。 

また、平成 27年（2015年）の学校教育法の改正等により小中一貫小中学校に加え、一人の校長のもと

一つの組織で小中学校の運営を行うことができる義務教育学校という新たな学校種が創設されました。 

さらに、令和3年（2021年）中央教育審議会の「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての

子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）」では、9年間を見通 

した新時代の義務教育のあり方について、各地域において小中一貫教育の取組みが進展しつつあるな

か、新学習指導要領の着実な実施により義務教育の目的・目標を達成する観点から、小学校6年間、中学

校3年間と分断するのではなく、9年間を通した教育課程、指導体制、教師の養成等のあり方について一

体的に検討を進める必要や児童生徒が多様化し、学校がさまざまな課題を抱える中にあっても、義務教

育において決して誰一人取り残さないということを徹底する必要があり、このため一人一人の能力、適

性等に応じ、その意欲を高め、やりたいことを深められる教育を実現するとともに、学校が安全・安心

な居場所として保証し、さまざまな事情を抱える多様な児童生徒が、実態として学校教育の外に置かれ

てしまわないように取組むことが、必要であると示されています。 

 

（２）小中一貫教育の教育的意義 

①「中１ギャップ」への効果的な対応、中学校段階への円滑な接続 

     小学校から中学校への進学時に、新しい環境での学習や生活へ移行することによって、不登校

等の生徒指導上の諸問題につながっていく事態等（いわゆる「中 1 ギャップ」）に直面し、小学

校から中学校への接続を円滑化する必要性があります。特に、児童生徒の発達が早まっているこ

とをふまえ、小学校高学年から中学校入学後までの期間に着目し、当該期間に重点的な取組みを

行うことが重要です。 

②学びの連続 

    義務教育 9年間を見通し、小・中学校間で連携・情報共有を行う中で、小学校教員は自らが指 

   導する内容が、中学校における学習にどのようにつながっていくのかを理解しながら指導し、中

学校教員は小学校における学習の程度を把握した上で各分野の指導を行うことが重要です。 

そのうえで、学びの系統性・連続性を重視するということは、学習内容をつなぎ、指導方法を 

つなぎ、評価方法をつなぐことになります。小・中学校教職員が相互にかかわり、9年間を見 

通しながら学年間のつながりを理解し、意識することで子どもたちの学びに系統性・連続性が生

まれ、学力や体力の向上に効果をもたらすことが期待されます。 
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（３）小中一貫教育の目的 

①義務教育９年間を通じた教育課程の編成 

        子どもの発達段階や学習の系統性という観点で 9 年間を見通したカリキュラムの編成を行い、

教科や領域等における重点目標とする育てたい力・授業の改善をふまえた全体計画・系統表・年

間指導計画を作成し、9年間の全体計画のもと各学年の指導目標や指導内容の系統性を理解する

ことで、系統性のある学習指導を行うことができます。 

②系統性・連続性に配慮した特色ある教育活動 

    各中学校における特色ある教育活動を、小中一貫教育推進の柱とすることで、小・中学校教職

員の一体化だけでなく、地域と学校との協働関係の核とすることができます。 

③学校段階間の連携強化 

     小・中学校教職員が相互に子どもの状況を把握し、情報を共有するなど子どもの発達について

理解した上で、一人一人の子どもに応じた効果的な指導を行えるよう、今まで以上に小・中学校

が連携を密にした取組みができます。 

 

３．豊中市でのこれまでの小中一貫教育の取組み 

（１）学校規模と通学区域に関する課題の解消に向けた基本方針の策定 

 本市の小・中学校において、児童生徒数の増加に伴い教室不足が懸念される学校がある一方、児童生徒

数が減少しクラス替えができずに人間関係が固定化する学校があるなど、学校区によっては、学校規模と

児童生徒数とのギャップが広がっており、学校や地域にさまざまな課題が生じています。また、1つの小

学校から 2 つの中学校に分かれて進学するなどの分割校が多いこと、調整区域があるといった複雑な通

学区域となっている現状から、これらの課題解消を図り、教育環境の整備、充実を進めるため平成 26 年

（2014 年）4 月に「学校規模と通学区域に関する課題の解消に向けた基本的な方針」を策定しています。 

 

（２）小中一貫教育推進事業 

全中学校区において、小・中学校が情報交換を行い、小・中学校の円滑な接続を図り、各中学校区での

推進課題の設定により 9 年間を見通した教育活動に取組むことを目的に、各中学校区の児童生徒や地域

の実態に応じた取組みを推進しています。一方で、推進課題の共有やそのための時間設定の難しさや中学

校区によって、取組みの状況には大きな差が生じているなどの課題があります。 

 

（３）小中連携を進める教職員加配や兼務による取組み 

 確かな学力の定着を目的とし、大阪府の加配制度を活用し、庄内地区の「魅力ある学校」づくりの対象

校において、中学校教員が校区の小学校に指導に行くなど対象校を兼務する教員を加配することで、小・

中学校教職員が連携して、義務教育 9年間を見通した長期的な視点にたった、きめ細やかな指導を行うな

ど、新たな小中連携に取組んでいます。一方で、限られた人数（時間数）であり、全学年・全時間での実

施は難しいです。 

 

（４）高学年教科担任制 

小学校教育における学習指導や生活指導を充実させ、小中学校間の円滑な接続を図ることにより、中 1

ギャップへの対応を進めるとともに、義務教育 9 年間を見据えた効果的な学習指導環境の構築をめざし
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ています。 

理科、体育、外国語等の専門性の高い教科等での交換授業を実施することで、教科の専門性が高まると

ともに、学級担任を中心に多くの教職員が子どもたちに関わることで、児童一人一人に応じたきめ細やか

な学習指導や児童理解による心の安定につながっています。 

 

（５）通学区域の変更（分割校解消・学校規模の適正化） 

 平成 29年（2017年）に東泉丘小学校の過大化と分割校の解消のため、次の表のとおり通学区域の変更

を行っています。 

時期 住所 変更前 変更後 

平成 29年(2017年)4月 1日 新千里南町３丁目 東泉丘小学校 南丘小学校 

平成 31年(2019年)4月 1日 新千里南町３丁目 第十五中学校 第九中学校 

平成 31年(2019年)4月 1日 東泉丘２丁目 第十五中学校 第十七中学校 

 

（６）庄内地域における「魅力ある学校」づくり計画の推進 

庄内地域の小・中学校では、小規模校化が進行し、人間関係の固定化や教育活動の制約などの課題が深刻

化しています。また、家庭事情を背景とした生活・学習課題に直面している子どもたちが存在しています。   

こうした課題を解消するためには、多様な出会いの中で、さまざまなものの見方や考え方、価値観に触れ

ることができるように、一定の学校規模を確保するとともに、義務教育 9年間の学びを意識した指導や教育

活動の工夫などに取組み、教育内容の充実を図ることが重要です。 

魅力ある学校づくり計画では、庄内地域の実情に応じた教育効果が最大限得られる方策として、庄内地域

の小学校 6 校（庄内小学校、庄内南小学校、庄内西小学校、野田小学校、島田小学校、千成小学校）、中学

校 3校（第六中学校、第七中学校、第十中学校）では、児童生徒数の減少から学校を再編し、施設一体型義

務教育学校 2校を新たに設置することとしました。そのことで、庄内地域が抱える分割校・調整区域の課題

が解消されます。 

庄内地域の子どもたちをどのように育み、どのような力を身につけさせるか、「めざす子ども像」や「教

育方針」などの教育目標を全ての教職員が共有し、義務教育 9年間を見通した教育課程に基づき、系統的で

一貫性のある教育をめざすこととしています。 

この新たな学校では、施設一体型義務教育学校となることで、教職員は小・中学校の校種を意識せずに連

携・協力が一層行いやすくなるとともに、9年間を見通した独自教科の設定や庄内地域の実情に応じた、特

色ある教育活動、幅広い年齢の児童生徒が異学年交流などを行いやすい環境が整います。また、これまで各

小・中学校に配置されていた加配教員や派遣されていたスクールカウンセラー等の人材等を施設一体型義務

教育学校に集中して配置、または派遣することができ、多様な教職員等が児童生徒に関わる体制が構築でき

ます。 

 

４．小中一貫教育に向けた現状について 

（１）分割校がある関係校において共通の「教育目標」に向けた教育環境の構築の難しさ 

  1 つの小学校から 2 つの中学校に分かれて進学する分割校が 10 小学校（令和 3 年（2021 年）11 月現

在）あることにより、学校生活や学校運営面などにおいて、中学校の通学区域を単位とした小中一貫した

教育コミュニティの形成が難しくなっています。 
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（２）学校運営の違い 

 小学校は全教科を指導する学級担任制を主体とした学校運営に対し、中学校は特定の教科を指導する教

科担任制を主体とした学校運営の違いがあります。また、小・中学校では、対象とする児童生徒の発達段

階が異なることから、学習指導、生徒指導の方法が異なるといったこともあり、小・中学校の教職員の職

務性質は自ずと異なってきます。 

 

5．小中一貫教育を推進するための学校形態について 

（１）義務教育学校（施設一体型・施設分離型）、小中一貫型小中学校 

今後、本市の小中一貫教育では、分割校の課題を解消し、新たな学校形態として、義務教育学校と小中

一貫型小・中学校の 2つの形態に分類していきます。いずれも小中一貫教育の推進を目的としており、義

務教育 9年間の学校教育目標を設定し、9年間の系統性を確保した教育課程を編成・実施します。 

現行の小・中学校を義務教育学校・小中一貫型小中学校としていくためには、段階的導入となることか

ら、移行までの間も小中一貫教育を推進するための取組みを行います。義務教育学校・小中一貫型小中学

校の導入は、各学校区の実態・実情に応じた適正な学校規模やその形態、導入時期などを総合的に検討し

ます。 

 

①義務教育学校 

   ・就業年限 9年 

・履修は前期課程 6 年・後期課程 3 年だが、学年の区切りは、「6・3」にとらわれない、「4・5」、

「4・3・2」などの学年区切りが可能 

   ・校長は 1人 

   ・独自教科の設定が可能 

―特徴― 

一人の校長のもと、一つの教職員組織が置かれ、義務教育 9 年間の学校目標を設定し、9 年間の

系統性を確保した教育課程を編成・実施する学校。 

 

（ⅰ）施設一体型義務教育学校 

・小学校と中学校を一体的な施設として整備 

 

 

 

 

        ◇◇義務教育学校   

 

―特徴― 

同一の学校施設内に前期課程と後期課程の教員がいるため、教員間での連携や前期課程の一部の

教科で教科担任制を導入しやすく、前期課程から後期課程への段階的な教育カリキュラムを構築

しやすいです。ただし、一定の学校施設が必要です。 
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（ⅱ）施設分離型義務教育学校 

   ・複数の敷地、位置で施設整備 

 

 

 

 

◆◆義務教育学校   ◆◆義務教育学校 

      △△校舎       ▲▲校舎 

―特徴― 

学校施設が複数あるため、児童生徒の成長段階に応じた学校施設利用がしやすいです。 

 

   ②小中一貫型小中学校 

  ・就業年限は小学校・中学校と同じ 

・校長は各学校に１人 

  ・関係校を一体的にマネジメントする組織設置 

・学校間の総合調整をする校長を定め、必要な権限を教育委員会が委任 

・グループ内小中学校での学校管理職兼務（お互いの校長を兼ねる等）、教職員の兼務 

 

 

 

 

            ●●学園○○中学校 

 

        

       ●●学園■■小学校       ●●学園□□小学校 

―特徴― 

これまでの小学校と中学校と原則、同じ学校運営形態だが、通学区域において分割校を解消したうえ

で、小学校と中学校とで連携し一貫性のある教育環境を実現するため、学校間で連携協議するための

組織設置、教員配置を行うなど仕組みを構築し共通の教育目標を掲げ、9年間の総合的な学習環境を

提供します。一体性を記すものとして●●学園〇〇中学校など学校名称の変更を行います。 

 

（２）学校規模について 

学校教育法施行規則や義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令において、適正規模

は、小・中学校とも概ね 12学級から 18学級とされています。 

また、本市学校教育審議会の平成15年（2003年）の「教育的視点からみた学校の適正規模」で、中学校

においては、教科指導や部活動など、教育活動を充実させるためには、一定の規模を上回っても下回

っても課題があるといえます。小規模校においては、教員定数が少なく、教科担任が１名という教科

も複数できることから、複数教員による指導方法の工夫に限界があり、教育活動の充実や活性化に課

題があります。また、大規模になりすぎると、少人数指導や部活動のための教室などの活動場所を確

保することや機能的な運営・計画に支障が生じるといえるため、本市においては12～24学級程度の標
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準的な規模が望ましく、11学級以下や25学級以上の学校については、何らかの改善・工夫が必要であ

るとの答申を受けています。 

現在も、少子高齢化を背景に児童生徒数の減少が、進み過小化している小・中学校があります。一方で、

一時期に大規模集合住宅の開発や再整備による児童生徒数の増加による教室の不足などが、生じている

小・中学校もあり、12学級に満たない小規模な学校と 18学級を大幅に上回る大規模な学校が混在してい

ます。また、学校教育を充実したものとするためには、学級数に見合った普通教室だけではなく、児童生

徒数に応じて、特別教室や少人数指導の部屋、その他多目的教室等を確保する必要があることから、小・

中学校ともに 12～24 学級程度を標準的な規模としつつ、施設規模に見合った学級数を地域の実情をふま

えて設定していきます。 

 

（３）通学距離について 

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令において、通学距離は、小学校で概ね 4キ

ロメートル以内、中学校で概ね 6キロメートル以内であることが適正とされています。しかし、小学校の

低学年で歩行時間に換算した場合約 2 時間となり、本市の都市環境下において安全性などに課題があり

ます。平成 30年（2018年）21世紀出生時縦断調査では、徒歩のみで通学時間 15分未満が約 43％、30分

未満約 85％となっており、通学時間が最大で概ね 30 分を目途に通学距離について検討します。ただし、

地域の実情をふまえると 30分以上となる通学区域も想定されるため、手段を検討する必要があります。 

   

（４）学年の区切りについて 

小・中学校の教職員が、9年間を見通しながら指導や支援を進めるうえにおいて、児童生徒の発達段階

に応じて学習指導上や生徒指導上の重点を明確化することは、発達段階に応じた教育活動の工夫や充実を

促すものであり、効果をもたらすことが期待できると考えられることから、小中一貫教育を進める際には、

児童生徒への指導上・支援上における学年段階の区切りを設けて、児童生徒の発達段階に応じた学習指導

上や生徒指導上の重点を小・中学校の教職員が共有することが重要です。 

 その際には、小学校 6 年・中学校 3 年の「6.3」だけでなく、「4・3・2」、「4・5」など、学校施設の規

模や小学校から地域の中学校への進学率など地域の実情をふまえたうえで、9年間を見通した学年区切り

を設定します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小中一貫教育 

小中連携教育のうち、小・中学校段階の教職員が、教育目標を共有するとともに、９年間を

通じた教育課程を編成し、系統的な教育をめざす教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義務教育学校 

（施設一体型・施設分離型） 

一人の校長のもと、一つの教

職員組織が置かれ、義務教育

9年間の学校目標を設定し、9

年間の系統性を確保した教育

課程を編成・実施する学校 

小中一貫型小中学校 

組織上独立した小学校及び中

学校が一貫した教育を施す形

態で、それぞれに校長、教職

員組織を有する学校 
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６．小中一貫教育を推進するための学校について 

（１）関係小中学校で教育目標の共有  

 義務教育学校や小中一貫型小中学校で教育目標を共有し、「義務教育段階を終える段階で身に付けてお

くべき力は何か」という観点をすべての教職員で持ち、9 年間一貫した教育活動を実現していきます。 

 

（２）小・中学校教職員の連携による 9年間を系統立てた教育活動 

 小学校教員は全教科を指導する学級担任制を主体とした学校運営であるのに対し、中学校教員は特定の

教科を指導する教科担任制を主体とした学校運営であるなど、同じ義務教育でもさまざまな違いがありま

す。小中一貫教育を推進するには、小・中学校教職員間の違いを教職員同士が認めた上で、小学校教員は

自らが指導する内容が、中学校における学習にどのようにつながっていくのかを理解しながら指導し、中

学校教員は、小学校における学習の程度を把握した上で各分野の指導をするなど互いに学び合い、小・中

学校教員が、互いの学校の教育課程を理解することで、9年間を系統立て教育活動を実施します。 

 

（３）小・中学校職員が連携できる仕組みづくり 

 小・中学校教職員間の違いや互いの教育活動を学び合うために、学校種別に関わらず、教職員間が交流

できる仕組みをつくります。 

 

（４）9年間を見通した学習ルールづくり 

 小学校と中学校の学習ルールをお互いに共有することは、小学校教員にとっては中学校での学習をイメ

ージすること、中学校教員にとっては、小学校でどのように学び、今の子どもたちの姿があるのかを知る

ための一つの方法となります。児童生徒が主体的に学びに向かう力の育成や、授業規律の確保といった生

徒指導的な側面などから、義務教育 9 年間全体での学習のルールづくりを行います。 

 

７．小中一貫教育を推進するための地域との連携 

（１）学校形態に応じた学校運営協議会の設置 

本市では、令和 3 年（2021 年）に「社会に開かれた教育課程」の実現に向けた基盤として、学校と地

域が連携・協働し、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えるため、コミュニティ・スクール(学

校運営協議会制度)を試行的に運用開始し、今後、全小・中学校へと展開していきます。 

今後、小中一貫教育の推進にあたり、義務教育学校や小中一貫型小中学校の学校形態ごとに適したコミ

ュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の仕組みづくりを行います。 

 

用語の意義 

① 小中連携教育 

② 小中一貫教育 

③ 小中一貫型小学校・中学校（併設型） 

④ 義務教育校 


